
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県教育

委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」に対する意見）

学校人事課

１ 概 要

令和４年第１回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「沖縄県教育委員会の

権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」に係る、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答につ

いて、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和４年２月７日

に「沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則」第７条

第１項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第４項の規定に基づき、県

議会議長から当該議案に対する意見を求められたことから、同様に教育長による臨時

代理で意見を申し出た。

２ 「沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例」案の概要

市町村立学校教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定権限

を、新たに協議が調った多良間村、竹富町及び与那国町へ移譲する。これにより、全

市町村に認定権限が移譲される。

※条例の施行期日：令和４年８月１日

【参考】

３ 臨時代理した意見の内容

議案「沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例」は、諸手当に関する認定権限を協議の調った市町村教育委員会へ移譲す

るものであることから、いずれに対しても異議がない旨を回答した。

○権限移譲の流れ

※学校事務職員が諸手当認定の事務処理を行う。

沖縄県教
育委員会

権限移譲

市町村教
育委員会

権限委任

学校事務職員

令和４年２回教育委員会会議 報告事項（４）
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【参考法令】

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（条例による事務処理の特例）

第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定める

ところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当

該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行

するものとする。

２ 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、

当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町

村の長に協議しなければならない。

３ 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知する

とともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、第二十三

条第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又

は処理することとする事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

４ 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県

委員会の意見を聴かなければならない。

５ 第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務（都道府県の教育委員会規

則に基づくものに限る。）の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であ

つて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を

定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようと

するときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に

協議しなければならない。この場合において、当該事務が第二十三条第一項の条例の

定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるとき

は、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見

を踏まえて当該協議に応じなければならない。


